
墨 田 区 特 別 区 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 案 ） 概 要 

 

項     目 改   正   案 現       行 施行期日 

１ 公益法人等に対する

譲渡所得等に係る課税

の特例の見直し 

 右記の特例の対象となる公益法人等と合併した他

の公益法人等が、合併後に非課税の特例の適用を受

けた財産があることを知った日から２月以内に非課

税承認を継続する届出を行った場合は、当該合併後

の公益法人等を右記の特例の対象とする。 

 当分の間、公益法人等に対して財産を寄附した場 

合の譲渡所得等の非課税の特例の対象となる財産が、

公益目的事業の用に供されなくなったこと等、一定

の事由により非課税承認が取り消された場合には、

寄附した者が本来負担すべき譲渡所得等に係る区民

税の所得割を、当該寄附を受けた公益法人等に対し

て課すこととする。 

平成２７年１月１日 

２ 肉用牛の売却による

事業所得に係る課税の

特例の適用期限の延長 

 右記の特例の適用期限を３年延長し、平成３０年

度までとする。 

肉用牛の売却による事業所得について、免税対象

飼育牛の売却頭数が年間１，５００頭を超える場合

におけるその超える部分の所得に係るものを除き、

所得割を課さないこととする。 

適用期限：昭和５７年度から平成２７年度まで 

公布の日（平成２８

年度分から適用） 
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３ 優良住宅地等に係る

長期譲渡所得の課税の

特例の適用期限の延長 

右記の特例の適用期限を３年延長し、平成２９年

度までとする。 

優良な住宅地の供給と公的な土地取得に資すると

認められる土地等の譲渡について長期譲渡所得の課

税の特例を適用する。 

 適用期限：昭和６３年度から平成２６年度まで 

公布の日（平成２７

年度分から適用） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 税率の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 軽自動車税の税率を次のように引き上げる。 

１  原動機付自転車 

⑴  総排気量が０．０５リットル以下又は定格出

力が０．６キロワット以下のもの（⑷に掲げる

ものを除く。） 年額２,０００円 

⑵  総排気量が０．０５リットル超０．０９リッ 

トル以下又は定格出力が０．６キロワット超０． 

８キロワット以下の２輪車 年額２,０００円 

⑶  総排気量が０．０９リットル超又は定格出力

が０．８キロワット超の２輪車 年額２,４００円 

 

１  原動機付自転車 

⑴  総排気量が０．０５リットル以下又は定格出

力が０．６キロワット以下のもの（⑷に掲げる

ものを除く。） 年額１,０００円 

⑵  総排気量が０．０５リットル超０．０９リッ

トル以下又は定格出力が０．６キロワット超０．

８キロワット以下の２輪車 年額１,２００円 

⑶  総排気量が０．０９リットル超又は定格出力

が０．８キロワット超の２輪車 年額１,６００円 

 
平成２７年４月１日 

区 民 文 教 委 員 会 

平成２６年６月１９日 
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⑷  総排気量が０．０２リットル超又は定格出力

が０．２５キロワット超の３輪以上のもの（総

務省令で定めるものを除く。） 年額３,７００円 

２  軽自動車及び小型特殊自動車 

⑴  軽自動車 

区   分 年  額 

２輪 ３，６００円 

３輪 ３，９００円 

営業用 ６，９００円 
乗 用 

自家用 １０，８００円 

営業用 ３，８００円 

４輪

以上 
貨物用 

自家用 ５，０００円 

専ら雪上を走行するもの ３，６００円 

  ※ ３輪以上の軽自動車(専ら雪上を走行するものを除く。)
については、平成２７年４月１日以後に最初の車両番号の
指定を受けたものから適用 

⑵  小型特殊自動車 

農耕作業用のもの    年額２,４００円 

その他のもの      年額５,９００円 

３  小型自動車（２輪） 年額６,０００円 
 

⑷  総排気量が０．０２リットル超又は定格出力

が０．２５キロワット超の３輪以上のもの（総

務省令で定めるものを除く。） 年額２,５００円 

２  軽自動車及び小型特殊自動車 

⑴  軽自動車 

区   分 年  額 

２輪 ２，４００円 

３輪 ３，１００円 

営業用 ５，５００円 
乗 用 

自家用 ７，２００円 

営業用 ３，０００円 

４輪

以上 
貨物用 

自家用 ４，０００円 

専ら雪上を走行するもの ２，４００円 

   
 
 

⑵  小型特殊自動車 

農耕作業用のもの    年額１,６００円 

その他のもの      年額４,７００円 

３  小型自動車（２輪） 年額４,０００円 
          

 

２  税率の特例の創設 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

当分の間、３輪以上の軽自動車について、初めて

車両番号の指定を受けた月から１４年を経過した月

の属する年度分以後の税率を次のとおりとする。 

区   分 年  額 

３輪 ４，６００円 

営業用 ８，２００円 
乗 用 

自家用 １２，９００円 

営業用 ４，５００円 

４輪
以上 

貨物用 
自家用 ６，０００円  

〔新設〕 平成２８年４月１日 

      


